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１．環境経営⽅針 

環境経営⽅針 

⽇本綜合建設株式会社は「特殊建設技術の専⾨家集団として、国⼟

保全や⽔資源開発により地域社会に貢献する」という基本理念のもと、当

社の事業活動を通じ、温暖化防⽌と環境負荷の少ない社会を⽬指しま

す。 
 

〔⾏動指針〕 

1. 環境に配慮した調査・設計・施⼯等に努めます。 

2. 地球温暖化防⽌と電⼒・エネルギーの消費削減に努めます。 

3. 事業活動により発⽣する産業廃棄物及び建設副産物の発⽣抑制、

リサイクル等に取り組みます。 

4. 節⽔とコピー⽤紙等の削減に努めます。 

5. 環境関連法規制を遵守します。 

6. この環境⽅針は全社員に周知させ、継続的な改善に努めます。 
 
 

改訂⽇ ２０２２年３⽉１⽇ 

⽇本綜合建設株式会社 

代表取締役 美⾕島 寿⼀ 
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２．組織の概要及び活動内容 
 

■事業者及び代表者名  

⽇本綜合建設株式会社 
代表取締役  美⾕島 寿⼀ 

 
■所在地  

本社︓⻑野市若⾥２丁⽬１５番５７号 
機材倉庫︓⻑野市北⻑池３５７－５ 
松本⽀店︓松本市島内東⽅５０３７－１ 

 

■環境管理責任者及び担当者 

環境管理責任者  常務取締役   ⼟屋 好幸 
環境管理担当者  営業部 課⻑  ⼩松 威巨 

＜連絡先＞ 
ＴＥＬ ０２６（２２６）０３８１ 
ＦＡＸ ０２６（２２８）３４２０ 
ＵＲＬ http://www.nihonsougou/co/j 
E-mail komatsu@nihonsougou.co.jp 

 
■設⽴及び資本⾦ 

◇設 ⽴◇  昭和３２年４⽉ 
◇資本⾦◇  ７，０００万円 

 
■事業内容 

建設業（⼟⽊⼯事、とび・⼟⼯⼯事、舗装⼯事、さく井⼯事、⽔道施設⼯事）、 
建設コンサルタント業、地質調査業、測量業、補償コンサルタント業 
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建設業許可   ⻑野県知事許可（特―4）第１０９４号 
⼟⽊⼯事業、とび・⼟⼯⼯事業 
舗装⼯事業、⽔道施設⼯事業 

⻑野県知事許可（般―4）第１０９４号 
さく井⼯事業 

 
建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業登録 国⼟交通⼤⾂登録 建 01 第１７４８号 

河川・砂防及び海岸・海洋 部⾨ 
地質 部⾨ 
道路 部⾨ 
⼟質及び基礎 部⾨ 

 
地質調査業   国⼟交通⼤⾂登録 質 5 第５３５号 

 
測量業   国⼟交通⼤⾂登録 登録第(11)-７２５６号 

 
補償コンサルタント業 国⼟交通⼤⾂登録 補 04 第５１８３号 

 
■事業の規模等 

総売上⾼   ２０億２，９５７万円（2022.4.1〜2023.3.31） 
従業員数       ４７名 
※なお、事業年度は、4 ⽉〜3 ⽉ 

 
■認証・登録の対象範囲及び組織 

本社、機材倉庫、松本⽀店の全活動を対象範囲とする。 
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３．組織活動推進体制 
 

組織図 
 
 
 
 
 
 
 
 
役割、責任及び権限⼀覧 

担当 内容 

代表者 

①環境⽅針の制定をする。 
②環境管理責任者等の環境管理委員を任命する。 
③エコアクション２１を構築・運⽤・維持していくのに必要な情報及び資源を
準備する。 
④エコアクション２１全体の評価と⾒直し、指⽰を⾏う。 

環境管理責任者 
①環境事務局を運営する。 
②環境関連法規の情報収集・確認をする。 
③環境⽬標・環境活動計画・環境活動レポートを確認する。 

環境事務局 
①環境負荷の⾃⼰チェック及び環境への取組の⾃⼰チェックをまとめる。 
②環境活動レポートを作成する。 
③環境⽬標・環境活動計画の案を作成する。 

部⾨⻑  

①環境⽅針、環境⽬標及び環境活動計画を部⾨会議にて⽰し、部⾨内
に周知させる。 
②環境⽬標の達成状況及び環境活動計画の実施状況を確認し、報告を
作成する。 
③環境関連法規の情報を収集する。 

全従業員 
①環境⽅針・環境⽬標を理解し、環境への取組の重要性を⾃覚する。 
②⾃主的、積極的に環境活動へ参加する。 

技術部 

機材倉庫 

総務部 ⼟⽊部 営業部 

環境管理責任者(常務) 

代表者（社⻑） 

環境事務局 

松本⽀店 
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４．(1)環境⽬標及び実績・評価 

    基準 ⽬標 
  項⽬ 

単位 
基準年 

2021 年度 
4 ⽉〜3 ⽉ 

2022 年 
4 ⽉〜3 ⽉ 

⽬標 

2022 年 
4 ⽉〜3 ⽉ 

実績 

達成度合 2023 年 
4 ⽉〜3 ⽉ 

⽬標 

2024 年 
4 ⽉〜3 ⽉ 

⽬標 

2025 年 
4 ⽉〜3 ⽉ 

⽬標 
達成 
⽐率 

判定 

CO2 排出量（合計）
の削減 注１） 

kg- 
CO2 

173,481 171,746  127,381 
135 

〇 
      

(%)       

購⼊電⼒ kWh 54,496  53,951   52,873 
102 

〇 
      

(%)       

ガソリン L 31,268  30,955  28,464 
109 

〇 
      

(%)       

軽油 L 28,786  28,498 14,151 
201 

○ 
      

(%)       

灯油 L 1,432 1,418  439 
323 

〇 
      

(%)       

⼆酸化炭素排出量 
（原単位） 

（⼆酸化炭素排出量
/売上⾼）削減 

kg- 
CO2/ 
万円 

0.938  0.929 0.628 

148 

〇 

      

(%)       

産業廃棄物リサイク
ル率の向上 注 4) 

% 63.4 63.4 82.3 
77 

× 
      

(%)       

コピー⽤紙使⽤量の
維持 注 2） 

kg 868 859  447 
192 

〇 
      

(%)       

⽔使⽤量の維持  
注 3） 

m3 362  358 380 
94 

× 
      

(%)       

調査・設計・施⼯等
における環境配慮 

ー 1 件 1 件      

・調査及び⼯作物・⼯事の設計に当
たって、⽣活環境及び⾃然環境の保
全に配慮する。 
・⼯事現場周辺の⽣活環境に影響の
⼩ 
さい施⼯⽅法・対策を実施する。 
・⾃然環境に配慮した施⼯に努め
る。 

環境保全活動の推進 ー 1 回 1 回 1 回     
・環境保全活動の実施や協⼒・⽀援
を⾏う。 

注 1） 2022（令和 4）年度の中部電力二酸化炭素調整後排出係数：0.449（kg-CO2／kwh） 

注 2) コピー用紙については、以前から実施しているため、使用量の維持を目標とした。 

注 3) 水使用量は生活用水のみのため、目標は維持とした。 
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４．(2)環境経営計画 
    基準 ⽬標 
  項⽬ 

単位 
基準年 
2021 年 

4 ⽉〜3 ⽉ 

2022 年 
4 ⽉〜3 ⽉ 

⽬標 

2022 年 
4 ⽉〜3 ⽉ 

実績 

達成度合 2023 年 
4 ⽉〜3 ⽉ 

⽬標 

2024 年 
4 ⽉〜3 ⽉ 

⽬標 

2025 年 
4 ⽉〜3 ⽉ 

⽬標 
達成 
⽐率 

判定 

CO2 排出量（合計）
の削減 注１） 

kg- 
CO2 

173,481  
99%   

0%   
98% 97% 96% 

171,746    170,011  168,277  166,542  

⑴購⼊電⼒ kWh 54,496  
99%   

0%   
98% 97% 96% 

53,951    53,406  52,861  52,316  

⑵ガソリン L 31,268  
99%   

0%   
98% 97% 96% 

30,955    30,643  30,330  30,017  

⑶軽油 L 28,786  
99%   

0%   
98% 97% 96% 

28,498    28,210  27,922  27,635  

⑷灯油 L 1,432  
99%   

0%   
98% 97% 96% 

1,418    1,403  1,389  1,375  

⼆酸化炭素排出量 
（原単位） 

（⼆酸化炭素排出量
/売上⾼）削減 

kg- 
CO2/ 
万円 

0.938  

99%   

0%   

98% 97% 96% 

0.929 
  

  0.000  0.000  0.000  

産業廃棄物リサイク
ル率の向上 

% 63.4  
100%   

0%   
100% 100% 100% 

63.4    96.1  96.1  96.1  

コピー⽤紙使⽤量の
維持 注 2） 

kg 868  
100%   

0%   
100% 100% 100% 

868    868  868  868 

⽔使⽤量の維持  
注 3） 

m3 362  
100%   

0%   
100% 100% 100% 

362    362  362  362  

調査・設計・施⼯等
における環境配慮 

ー 1 件 1 件      1 件 1 件 1 件 

環境保全活動の推進 ー 1 回 1 回      1 回 1 回 1 回 

・CO2 排出量の削減については、目標達成という結果であった。軽油、灯油の使用量について

は、今後も低燃費仕様の重機、車輌の導入により目標の達成に向けて継続して取り組みたい。 
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５．環境経営計画及び取組結果・評価 
並びに次年度の環境経営計画 

項⽬ 環境経営 責任者 取組結果の評価 

⼆酸化炭素
排出の削減 

電⼒使⽤量 
の削減 

・昼休みや不在室内の消灯 
・クールビズ、ウォームビズの実施 
・ノー残業デーの実施 
・ブラインドやカーテンのこまめな開閉による
熱の出⼊り調節をする 

総務部 
松本⽀店 

・温度管理により削
減 
・現状の取組を維
持、改善していく 

ガソリン 
軽油使⽤量 

の削減 

・エコドライブを意識した運転 
・アイドリングストップの励⾏ 
・現場への相乗り通勤の推進 
・効率的な施⼯計画、運搬計画の策定 

⼯事部 
・受注増により増加 
・意識して削減に取
り組む 

灯油使⽤量 
の削減 

・暖房の室内温度の適正な管理 総務部 
松本⽀店 

・温度管理により削
減 

廃棄物 
排出量削減 

⼀般廃棄物 
の削減 

・分別の徹底 
・コピー⽤紙の使⽤量の維持 
・ファイルの再利⽤促進 

総務部 
松本⽀店 

・ファイルの再利⽤が定
着し始めているので積極
的に推進していく 

産業廃棄物 
の削減 

・現場での産業廃棄物の分別の徹底と混合
廃棄物の削減 
・産業廃棄物に関する知識の向上、周
知、徹底 

総務部 
松本⽀店 

・マニフェスト管理を
徹底していく 

⽔使⽤量 
の維持 

事  務  所 ・節⽔を⼼がける 総務部 
松本⽀店 

・現状の取組を維
持する 

環境配慮 
・排出ガス対策型及び低騒⾳型の建設
機械の使⽤ ・環境に配慮した⼯作物、
⼯法等の設計（⼿順書による） 

⼯事部 
技術部 
松本⽀店 

・意識を⾼め積極的
に取組む 

環境保全活動 ・環境保全活動の推進 総務部 
松本⽀店 

・活動計画を策定し各現
場周辺部での清掃活動等
積極的に取組む 

次年度の活動計画については、特に変更なしとして引き続き取組みをしていく。 



8 
 

６．活動例及び社会・地域への取組 

１．道路災害測量設計に当たって、⼤気環境、⽔環境、地形・地質、野⽣動植
物、景観、⾃然とのふれあい、廃棄物・建設残⼟、省資源・省エネルギー・温室
効果ガス等について、影響をできるだけ⼩さくする配慮を⾏った。 

 
２．成果品の図⾯を A1 から A3 版に変更し、紙の使⽤量の削減を進めた。また、

⾼速で両⾯印刷できるコピー機を導⼊し、紙の使⽤量を削減した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．建設機械からのオイルもれによる環境汚染防⽌対策、防⾳シートによる騒⾳防
⽌対策。 
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４．⻑野県 SDGs 推進企業に登録し、社員のエコアクションに対する意識向上を図
った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．エコキャップ運動への参加 
ペットボトルキャップをゴミとして排出せず、CO2 を削減しワクチン⽀援に引き続き取
組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
６．エコマーク商品の購⼊ 
エコマーク商品を選定して購⼊することで、環境への負荷を少なくする取組みを進めて

います。 
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７．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果 
並びに違反、訴訟等の有無 

当社の業務に適⽤となる義務規定（⼀部それ以外を含む。）の主な環境関連法規等とその主な内容、適⽤対象
等は次の表のとおりです。また、法規等については最新のものとなるように確認しており、その遵守状況について確認・評価
した結果はチェック欄のとおりです。なお、業務等に関して、⾏政機関や住⺠の皆様等から、現在及び過去３年間、ご指
摘・苦情・訴訟等はありませんでした。 

環境関連法規等の取りまとめ表 

注）チェック欄…〇︓遵守 ×︓不遵守 ✔︓該当なし確認  （―︓判断なし）

NO 主な環境関連法規等 主な内容、適⽤対象等 チェック 

1 資源有効利⽤促進法 〇再⽣資源の利⽤ 
〇指定副産物に係る再⽣資源の利⽤の促進 ○ 

2 建設リサイクル法 ○対象建設⼯事受注者として、分別解体等の実施、再資源化等の実施 ○ 

3 建設副産物適正処理推進要綱 
(平成14年5⽉国⼟交通省) 

〇建設発⽣⼟と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対
策を適切に実施するための基準 ○ 

4 フロン排出抑制法 〇業務⽤エアコン ○ 
5 オフロード法 〇基準適合表⽰等が付された特定特殊⾃動⾞の使⽤ ○ 

6 排出ガス対策型建設機械指定制
度（国⼟交通省） 〇排出ガス基準値を満たした建設機械の使⽤ ○ 

7 騒⾳規制法 〇指定地域における特定建設作業 ○ 
8 振動規制法 〇         〃 ○ 

9 低騒⾳型・低振動型建設機械指
定制度(国⼟交通省) 〇騒⾳・振動が相当程度軽減された建設機械の使⽤ ○ 

10 労働安全衛⽣法 
※ここでは化学物質等に限定 〇労働者の健康の確保（化学物質等） ○ 

11-1 
11-2 
11-3 
11-4 

〇廃棄物処理法 
〇廃棄物の適正な処理の確保に関する条
例〈⻑野県〉 
〇⻑野市廃棄物の適正な処理の確保に関
する条例 
〇調査、設計、⼯事等当該市町村の廃棄
物条例(条例の名称ではない。) 

〇⼀般廃棄物の処理 
〇産業廃棄物の処理 ○ 

12 ⽔質汚濁防⽌法 〇貯油施設（屋外タンク）の事故時の措置 ○ 
13 ⾃動⾞リサイクル法 ○使⽤済⾃動⾞ ○ 

14 家電リサイクル法 〇特定家庭⽤機器（エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍
庫、電気洗濯機・⾐類乾燥機）が廃棄物となったもの ○ 

15 ⼟地利⽤規制関係 
○「⼟地利⽤規制及び⼟地に関する税の概要」（⻑野県地域
振興課）などを確認する。 
○調査、設計、⼯事等当該市町村の⼟地利⽤規制関係の条
例等を確認する。 

○ 

16 ⻑野県公共事業等環境配慮推進要綱 ○⻑野県が実施する公共事業等の計画及び実施に当たっての環
境配慮の推進 ○ 

17 調査、設計、⼯事等当該市町村の環境保
全に関する条例等(条例の名称ではない) ○環境の保全 ○ 
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８．代表者による全体の評価と⾒直し・指⽰ 
 

当社がエコアクション 21 の認証を取得してから 5 年が経過しました。 
当社のエコアクション 21 の取組については、社員の意識が年々向上しつつあり、ごく

⾃然な形で環境活動を実施出来ているようになってきました。また、現場でも積極的
に実施され定着していることが感じられます。 

これからも企業として果たすべき使命と、持続可能社会を実現すべく努⼒する所存
であります。 

 
⽅    針︓温暖化防⽌と環境負荷の少ない社会を⽬指す。 
⽬    標︓環境に配慮した調査設計施⼯、エネルギー消費の削減。 
計    画︓産業廃棄物の発⽣、リサイクルの促進、グリーン製品の購⼊、節⽔と

コピー⽤紙の削減 
ｼｽﾃﾑの変更︓事業費の増⼤分を考慮すると⽬標値をクリアしているため、システム

は機能していると判断される。 
 
当社に関係するすべてのものが環境⽅針を理解し、⽬標達成ため⼯夫と改善を繰

り返し、前向きに取組みの定着を図りたいと考えます。 
 
 
 

２０２3 年７⽉１⽇ 

⽇本綜合建設株式会社 

代表取締役 美⾕島 寿⼀ 
 




